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カプラー差し

電線の端末に取り付け

られた端子をカプラーに

差し込む

対象業務略図

対 象 業 務 内 容 金 額

電線の端末に取り付けら

れた端子をカプラーに差し

込むことをいう
カプラー差し

１本につき

対象品目 ワイヤーハーネス

規 格 ５０ｃｍを超え２ｍ以下の電線について行うもの

これまでの４３銭から１２銭アップ↑

効力発生日 令和５年４月２２日

熊本県電気機械器具製造業最低工賃が下記のとおり改定され、

令和５年４月２２日から熊本県全域に適用されます。


